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(57)【要約】
【課題】出力電圧が交流電源周波数の２倍周波で脈動す
る平滑回路を備えた電動機制御装置において、電動機駆
動に即して電動機電流を制限した電動機駆動を実現する
。
【解決手段】電動機の駆動回転数により電動機電流を制
限する電流値を補正する制限電流補正回路と、電動機の
温度を検出する温度検出回路と、前記温度検出回路から
の検出値により電動機電流を制限する制限電流値を設定
する制限電流値設定回路と、前記制限電流値設定回路に
より設定された制限電流値により電動機を停止させる、
電動機回転数を所定の時間下げる、電流指令演算回路か
らの電動機一回転中の電流指令値の変動量を下げる方法
のうち少なくとも１つの方法により電動機電流を制限す
る電流制限回路を備え、電動機回転数、駆動状態に応じ
た電動機電流の制限制御を行うことで保証された電流値
以上の電流を流すことのない電動機駆動を実現させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
交流電源を整流する整流手段と、整流手段からの出力電圧が交流電源周波数の２倍周波で
脈動する平滑手段と、電動機を駆動するために平滑電圧を所望の交流電圧に変換する直交
変換手段と、前記電動機の電流を検出する電流検出手段と、前記電流検出手段の検出値に
基づき電動機の回転位相を演算する位相演算手段と、電動機の回転数を指示する回転数指
令手段と、前記回転数指令手段からの指示回転数と前記位相演算手段から演算される実回
転数より電流指令値を演算する電流指令演算手段と、前記電流指令演算手段からの電流指
令値に基づき電圧指令値を算出する電圧指令演算手段と、前記電圧指令値から直交変換手
段を駆動する信号を生成するＰＷＭ信号発生手段と、電動機電流を制限する電流制限手段
と、前記電動機の温度を検出する温度検出手段と、前記温度検出手段からの検出値により
電動機電流を制限する制限電流値を設定する制限電流値設定手段を具備した電動機制御装
置において、前記電動機の駆動回転数により前記制限電流値設定手段により設定する制限
電流値を補正する制限電流値補正手段を備える電動機制御装置。
【請求項２】
前記電流制限手段が、電流検出手段からの検出電流値が所定の電流値以上で電動機を停止
させる方法、電動機回転数を所定の時間下げる方法、電流指令演算手段からの電動機一回
転中の電流指令値の変動量を下げる方法のうち少なくとも１つの方法により電動機電流を
制限する請求項１に記載の電動機制御装置。
【請求項３】
前記電流制限手段が、電動機電流を制限するために電動機回転数を下げた場合、電動機回
転数が所定の回転数未満に到達すると電動機を停止させる請求項１または２に記載の電動
機制御装置。
【請求項４】
前記電流制限手段が、電動機電流を制限するために電流指令演算手段からの電動機一回転
中の電流指令値の変動量を下げた場合、所定の変動量未満に到達すると電動機回転数を所
定の時間下げる、あるいは電動機を停止させる請求項１から３のいずれか１項に記載の電
動機制御装置。
【請求項５】
前記平滑手段が、コンデンサおよびリアクタで構成され、該コンデンサおよびリアクタよ
り求められる共振周波数を交流電源周波数の４０倍以上になるよう設定される請求項１か
ら４のいずれか１項に記載の電動機制御装置。
【請求項６】
前記平滑手段を構成するコンデンサにフィルムコンデンサを用いる請求項１から５のいず
れか１項に記載の電動機制御装置。
【請求項７】
前記電動機に永久磁石（フェライト磁石）を用いた直流モータを具備した１ピストンロー
タリコンプレッサを用いる請求項１から６のいずれか１項に記載の電動機制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、整流回路の出力端子に著しく小容量のコンデンサ、リアクタで構成される平
滑回路を接続し出力電圧が交流電源周波数の２倍周波で大きく脈動するような電動機制御
装置において、電動機に必要以上の電流が流れることを制限し装置を保護することを目的
とする。
【背景技術】
【０００２】
　従来、整流回路の出力端子に著しく小容量のコンデンサ、リアクタで構成される平滑回
路を接続し出力電圧が交流電源周波数の２倍周波で大きく脈動するような電動機制御装置
では、平滑回路を構成するコンデンサ、リアクタの容量が大きく出力電圧の脈動がほとん
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どない電動機制御装置と比較して、同一回転数、負荷条件で電動機を駆動させた場合の電
動機電流の最大値が高くなる。
【０００３】
　図１３は、特許文献１に記載される電動機制御装置において、平滑回路からの出力電圧
波形を示したものであり、電動機を駆動させる直交変換回路への供給電圧が大きく落ち込
む期間Ｔｄｒｏｐが存在する。このため安定した一定の電圧が供給される場合と比較し、
電動機の駆動トルクを維持させるためには電圧供給が不足している分、電流の供給量が増
加し、電動機電流の最大値は高くなる。
【特許文献１】特開平１０－１５０７９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このため前記従来の電動機制御装置による駆動では、電動機の駆動トルクを維持させる
ために必要以上の電流を供給し、磁石の減磁による電動機性能の悪化や構成装置を破壊さ
せる可能性があるという課題を有していた。
【０００５】
　本発明は、前記課題を解決するもので電動機電流が所定の電流値以上になると電動機電
流を制限し、磁石の減磁による電動機性能の悪化や構成装置の破壊を防ぐ電動機制御装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の電動機制御装置は、電動機電流が所定の電
流値以上になると電動機を停止させる、電動機回転数を所定の時間下げる、電流指令演算
回路からの電動機一回転中の電流指令値の変動量を下げる方法のうち少なくとも１つの方
法により電動機電流を制限する電流制限回路と、電動機の温度を検出する温度検出回路と
、前記温度検出回路からの検出値により電動機電流を制限する制限電流値を設定する制限
電流値設定回路と、前記電動機の駆動回転数により前記制限電流値設定回路により設定す
る制限電流値を補正する制限電流値補正回路を備えたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の電動機制御装置によれば、平滑回路からの出力電圧が交流電源周波数の２倍周
波で大きく脈動する電動機制御装置において、電動機電流を制限した電動機駆動を実現す
ることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　第１の発明は、交流電源を整流する整流手段と、整流手段からの出力電圧が交流電源周
波数の２倍周波で脈動する平滑手段と、電動機を駆動するために平滑電圧を所望の交流電
圧に変換する直交変換手段と、前記電動機の電流を検出する電流検出手段と、前記電流検
出手段の検出値に基づき電動機の回転位相を演算する位相演算手段と、電動機の回転数を
指示する回転数指令手段と、前記回転数指令手段からの指示回転数と前記位相演算手段か
ら演算される実回転数より電流指令値を演算する電流指令演算手段と、前記電流指令演算
手段からの電流指令値に基づき電圧指令値を算出する電圧指令演算手段と、前記電圧指令
値から直交変換手段を駆動する信号を生成するＰＷＭ信号発生手段と、電動機電流を制限
する電流制限手段と、前記電動機の温度を検出する温度検出手段と、前記温度検出手段か
らの検出値により電動機電流を制限する制限電流値を設定する制限電流値設定手段を具備
した電動機制御装置において、前記電動機の駆動回転数により前記制限電流値設定手段が
設定する制限電流値を補正する制限電流値補正手段を備えたものである。
【０００９】
　これにより、電動機電流の周波数成分が高くなることで前記電流検出手段による電流検
出精度が低下しても、必要以上の電流が電動機に流れることを抑制した電動機駆動を実現
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させることが出来る。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明の電動機制御装置において、前記電流制御手段が、電流検出
手段からの検出電流値が所定の電流値以上で電動機を停止させる方法、電動機回転数を所
定の時間下げる方法、電流指令演算手段からの電動機一回転中の電流指令値の変動量を下
げる方法のうち少なくとも１つの方法により電動機電流を制限するものである。
【００１１】
　これにより、電動機の駆動状態に即した電流制限を行い、許容以上の電流が電動機に流
れることによる電動機性能の悪化や構成装置の破壊を抑制した電動機駆動を実現させるこ
とが出来る。
【００１２】
　第３の発明は、第１または第２の発明の電動機制御装置において、前記電流制御手段が
、電動機電流を制限するために電動機回転数を下げた場合、電動機回転数が所定の回転数
未満に到達すると電動機を停止させるものである。これにより、電動機電流を制限しなが
ら電動機の駆動が保証された回転数領域以外での電動機駆動を行わない電動機駆動を実現
させることが出来る。
【００１３】
　第４の発明は、第１から第３のいずれかの電動機制御装置において、前記電流制限手段
が、電動機電流を制限するために電流指令演算手段からの電動機一回転中の電流指令値の
変動量を下げた場合、所定の変動量未満に到達すると電動機回転数を所定の時間下げる、
あるいは電動機を停止させるものである。これにより、トルク脈動が大きな電動機、例え
ば１ピストンロータリコンプレッサの駆動において、電動機電流を制限した電動機駆動を
実現させることが出来る。
【００１４】
　第５の発明は、第１から第４のいずれか１つの電動機制御装置において、前記平滑手段
が、コンデンサおよびリアクタで構成され、該コンデンサおよびリアクタより求められる
共振周波数を交流電源周波数の４０倍以上になるよう設定されるものである。これにより
、整流手段への入力電流の電源高調波特性の高性能化を実現させることが出来る。
【００１５】
　第６の発明は、第１から第５のいずれか１つの電動機制御装置において、前記平滑手段
を構成するコンデンサにフィルムコンデンサを用いるものである。これにより、温度によ
る寿命特性への影響を気にせず使用環境を選択することが出来る。
【００１６】
　第７の発明は、第１から第６のいずれか１つの電動機制御装置において、前記電動機に
永久磁石（フェライト磁石）を用いた直流モータを具備した１ピストンロータリコンプレ
ッサを適用するものである。
【００１７】
　これにより、グローバル市場で広く使用される安価なスタンダードコンプレッサの駆動
において、低回転数域から高回転域まで駆動回転数によらず電動機電流を制限し、低温時
（－２０℃）の減磁電流値が常温（＋２０℃）よりも低くなるフェライト磁石の減磁によ
る電動機性能の低下を抑制した安全な駆動を実現することが出来る。
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１９】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における電動機制御装置のブロック構成図である。
【００２０】
　該電動機制御装置において、整流回路２は、ダイオードブリッジで構成され、単相交流
電源である商用電源などの交流電源１より供給される交流電源を全波整流する。平滑回路



(5) JP 2008-228477 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

３は、整流回路２で整流された電圧を平滑する平滑回路であり、その出力電圧は交流電圧
の２倍周波数で大きく脈動する。
【００２１】
　直交変換回路（直流－交流変換回路）４は、半導体スイッチング素子により構成され、
平滑回路３からの出力電圧を電動機駆動のために所望の交流電圧に変換する。電流検出回
路６は、電動機５に流れる電流を検出する。位相演算回路７は、電流検出回路６からの検
出値に基づき電動機５の回転位相を演算する。回転数指令回路８は、電動機回転数の指令
値を与える。
【００２２】
　電流指令演算回路９は、回転数指令回路８からの回転数指令値と位相演算回路で演算さ
れる実回転数とにより電動機５を駆動するための電流指令値を演算する。電圧指令演算回
路１０は、電流指令演算回路９で演算された電流指令値に基づき電圧指令値を算出する。
ＰＷＭ信号発生回路１１は、電圧指令演算回路１０で演算された電圧指令値から直交変換
回路４を駆動する信号を生成する。
【００２３】
　電流制限回路１２は、所定値以上の電動機電流が電流検出回路６で検出されると、電動
機５を停止させる、電動機回転数を所定の時間下げる、電流指令演算回路９からの電動機
一回転中の電流指令値の変動量を下げる方法のうち少なくとも１つの方法により電動機電
流を制限する。
【００２４】
　温度検出回路１３は、電動機５の温度を検出する。制限電流値設定回路１４は、温度検
出回路１３からの検出値により電動機電流を制限する制限電流値を設定する。制限電流値
補正回路１５は、電動機５の駆動回転数により制限電流値設定回路１４により設定する制
限電流値を補正する。
【００２５】
　ここで、電流検出回路６は電動機５の相電流を直接電流センサなどで検出することに限
らず、直交変換回路４の母線電流からの推定検出を含む。
【００２６】
　更に、平滑回路３は共振周波数が交流電源周波数の４０倍以上になるように設定された
小容量のコンデンサと該コンデンサへの突入充放電電流のピーク値を下げるためのリアク
タを有している。
【００２７】
　なお、平滑回路３を構成するリアクタは交流電源１と平滑回路３を構成するコンデンサ
の間に挿入するため、整流回路２の前後どちらでも構わない。
【００２８】
　更に、電動機５に温度により減磁電流が異なるフェライト磁石を用いた直流モータを有
している。
【００２９】
　以上のように構成された電動機制御装置について、以下にその動作、作用を説明する。
【００３０】
　まず、交流電源１に交流電源周波数５０Ｈｚの商用電源を用いた場合、平滑回路３を構
成するリアクタとコンデンサの値は、その共振周波数ｆｃ＝１／（２π×√（Ｌ１×Ｃ１
））が交流電源周波数の４０倍以上、すなわち２０００Ｈｚ以上になるように設定する。
このためリアクタンス値０．５ｍＨ、キャパシタンス値１０μＦのリアクタとコンデンサ
を用いることでｆｃ（＝２２５０Ｈｚ）＞４０×交流電源周波数（５０Ｈｚ）とする。
【００３１】
　このように平滑回路３のコンデンサ容量を著しく小さくすることで交流電源周波数の２
倍周波で大きく脈動（リップル率８０％以上）する。このように平滑回路３からの出力電
圧が大きく脈動する場合、平滑回路３を構成するコンデンサ容量が十分大きく（例えば数
百μＦ以上）出力電圧の脈動がほとんどない安定した直流電圧となる場合と比較し、同一
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電動機回転数・出力トルクでは電動機電流のピーク電流値は大きくなる。
【００３２】
　このため所定の電流値以上で減磁による性能低下を招く永久磁石や半導体素子を用いた
電動機駆動では、電動機に流れる電流最大値を制限した駆動制御が必要になる。
【００３３】
　次に実際の駆動指令と電流制限方法について説明する。図２から図４は電動機一回転中
のトルク脈動の有無による指令回転数と指令電流値、実回転数の関係を示す図である。
【００３４】
　スクロールコンプレッサのように低速から高速回転数域まで一回転中のトルク脈動が少
ない電動機では、図２に示すように指令回転数Ｆ＿ｔｇｔに対し、一回転中の変動がほと
んどない指令電流値Ｉ＿ｔｇｔ＿ｍを与えることで、脈動のない安定した回転数Ｖｍでの
電動機駆動を実現できる。
【００３５】
　それに対し、１ピストンロータリコンプレッサのように低速回転で一回転中のトルク脈
動が大きくなる電動機では、低速で回転駆動させる場合、図３に示すように指令回転数Ｆ
＿ｔｇｔに対し、一回転中の変動がほとんどない指令電流値Ｉ＿ｔｇｔ＿ｍを与えると、
実回転数が一回転中で大きく脈動（Ｖｍ±ΔＶ）し、それが振動となって装置の揺れにつ
ながる。
【００３６】
　この振動を抑制するために図４に示すように指令回転数Ｆ＿ｔｇｔに対し、実回転数の
脈動を抑制するために、トルクが不足して実回転数が低下する区間では指令電流値Ｉ＿ｔ
ｇｔ＿ｍよりＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐ増加させ、逆にトルク過多により実回転数が上昇する区間
では指令電流値Ｉ＿ｔｇｔ＿ｍよりＩ＿ｔｇｔ＿ｄｏｗｎ減少させることで実回転数の脈
動を抑制しＶｍでの安定駆動を実現させる。
【００３７】
　次に電動機電流を制限する方法について図５から図１２を用いて説明する。
【００３８】
　まず、電動機電流の検出精度について説明する。電動機電流をデジタルサンプリングに
より検出する場合、例えばこの種の電動機制御装置において一般的な直交変換回路を駆動
させるＰＷＭ信号のキャリア周期で電流検出を行う場合、電動機駆動回転数に検出精度は
依存し、駆動回転数が高くなるほど検出精度が低下する。
【００３９】
　図５は６極モータをキャリア周波数７ｋＨｚで駆動させ、キャリア周期で電動機電流を
サンプリングした場合のサンプリングポイントを電動機回転数５０ｒｐｓと１００ｒｐｓ
のそれぞれについてプロットした図である。また、図６は、駆動回転数による制限電流値
補正の関係を示す図である。
【００４０】
　図５に示されるように、５０ｒｐｓ駆動時に対し１００ｒｐｓ駆動時では電動機電流一
周期中の電流サンプリング回数が半減するため特に電動機電流の最大値を検出しようとす
る場合、検出精度が低下する。そのため、図６に示すように、駆動回転数による検出精度
を考慮し電流制限開始電流を回転数により補正することで回転数によらず実際の電流制限
開始電流をほぼ一定にすることが出来る。
【００４１】
　次に、図７は電動機５に具備される永久磁石（フェライト磁石）の温度による減磁電流
値の変化を示す図である。図７に示すようにフェライト磁石は例えば常温時（＋２０℃）
と比較し、低温時（－２０℃）の減磁電流レベルは低くなるため、温度Ｔａ時の減磁電流
レベルをＩａとすると、それよりも温度の高い温度Ｔｂ（＞Ｔａ）での減磁電流レベルは
Ｉｂ（＞Ｉａ）となる。
【００４２】
　そこで、温度検出回路１３による検出値により電動機電流の制限を開始する電流値を、
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図８に示すような制限電流値の切替動作例を用いて切替えることで電動機温度の低い駆動
直後から、電動機温度が十分上昇した後の駆動まで電動機５が保証する電流値内での駆動
を実現する。
【００４３】
　例えば電動機温度Ｔｃ℃未満では電流制限を開始する電流値をＩＡ、Ｔｃ℃以上ではＩ
Ｂとし、制限値を切替えた後は一定時間切替を行わない、あるいは図９の制限電流値の切
替動作例に示されるように、切替温度にヒステリシス幅ΔＴを設けることで不要なハンチ
ング動作を防ぐようにする。
【００４４】
　ここでは簡単のため制限電流値のレベルを２段階にしたものについて説明したが、それ
以上の切替段を有しても構わない。あるいは温度により線形的に制限電流値を変化させて
も構わない。
【００４５】
　次に図１０は回転数制御により電流制限を行う場合の指令回転数の時間変化を示す図で
ある。ここで、検出される電動機電流値をＩ、回転数制御による電流制限を開始する電流
値をＩｌｉｍ（ｆ）（電動機温度Ｔｃ℃未満ではＩｌｉｍ＝ＩＡ、Ｔｃ℃以上ではＩｌｉ
ｍ＝ＩＢ、更に電動機駆動回転数ｆによる補正済み）、電動機５が許容できる電動機電流
の最大値をＩｍａｘ（Ｉｍａｘ＞Ｉｌｉｍ）とする。
【００４６】
　まず、スクロールコンプレッサのように一回転中のトルク脈動が少なく指令回転数に対
し、ほぼ一定の指令電流値を与える電動機駆動では、電動機電流値Ｉがｔ１でＩ＞Ｉｌｉ
ｍとなると、図１０に示すように所定の時間電動機回転数を下げる、つまり電動機回転数
をΔＦ＿ｔｇｔ下げることで電動機電流の最大値を抑制する。
【００４７】
　電動機回転数を下げた後、ｔ２でＩ＜Ｉｌｉｍであれば電動機回転数を元の指令回転数
Ｆ＿ｔｇｔに復帰させる。その後、ｔ３で再びＩ＞Ｉｌｉｍとなると電動機回転数をΔＦ
＿ｔｇｔ下げる。
【００４８】
　電動機回転数をΔＦ＿ｔｇｔ下げたｔ４においてＩ＞Ｉｌｉｍの場合、更に電動機回転
数をΔＦ＿ｔｇｔ下げて電動機電流の最大値を抑制する。その後、ｔ５でＩ＜Ｉｌｉｍで
あれば電動機回転数を元の指令回転数Ｆ＿ｔｇｔに復帰させるために指令回転数を上げる
。
【００４９】
　指令回転数上昇中のｔ６においてＩ＞Ｉｌｉｍとなると電動機回転数をΔＦ＿ｔｇｔ下
げ電動機電流の最大値を抑制する。電動機回転数を下げた後、ｔ７でＩ＜Ｉｌｉｍであれ
ば電動機回転数を元の指令回転数Ｆ＿ｔｇｔに復帰させるために指令回転数を上げる。
【００５０】
　以上のように電流検出回路により検出される電動機電流値Ｉと電流値Ｉｌｉｍとの比較
結果により電動機回転数を増減させる回転数制御を行うことで電動機電流値の最大値をＩ
ｌｉｍ付近で制限する電動機駆動を行う。
【００５１】
　ただし、電動機電流値ＩがＩ＞Ｉｍａｘとなるような場合、および回転数制御による電
動機回転数が電動機駆動を保証する最低回転数Ｆ＿ｔｇｔ＿ｍｉｎ未満になるような場合
は電動機を停止させて電動機電流を制限する。
【００５２】
　次に、低速回転域での１ピストンロータリコンプレッサのように一回転中でのトルク脈
動が大きく、このトルク脈動による振動を抑制するために指令電流値をトルク脈動に合わ
せて脈動させ、振動抑制を行っている電動機駆動における電流制限方法について説明する
。
【００５３】
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　このようにトルク脈動による振動を抑制した電動機駆動では、電動機電流の最大値を制
限する方法として回転数を増減させる回転数制御より、指令電流値の変動量を増減するこ
とにより効果的に電動機電流の最大値を制限できる。
【００５４】
　図１１は指令電流値の変動量の増減調整を示す図である。図１１（ａ）に示すように、
指令電流値Ｉ＿ｔｇｔ＿ｍよりトルク脈動に合わせてトルクが不足する区間で指令電流値
をＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐ１増加させ、トルク過多となる区間で指令電流値をＩ＿ｔｇｔ＿ｄｏ
ｗｎ１減少させることで実回転数を安定させ電動機駆動による振動を抑制した駆動状態の
指令電流値となる。
【００５５】
　このような電動機駆動においてＩ＞Ｉｌｉｍとなった場合、図１１（ｂ）に示すように
トルク不足区間で増加させる指令電流値の増加分をＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐ２（＜Ｉ＿ｔｇｔ＿
ｕｐ１）、トルク過多区間で減少させる指令電流値の減少分をＩ＿ｔｇｔ＿ｄｏｗｎ２（
＜Ｉ＿ｔｇｔ＿ｄｏｗｎ１）となるよう変動量を減少させることで電動機電流の最大値を
制限する。
【００５６】
　図１２は指令電流値の変動量を制御することで電流制限を行う場合の指令電流値の変動
量の時間変化を示す図である。ここでは簡単のため指令電流値の変動量は増加分Ｉ＿ｔｇ
ｔ＿ｕｐと減少分Ｉ＿ｔｇｔ＿ｄｏｗｎを同じ値のＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎとする。
【００５７】
　電動機駆動中に電動機電流Ｉがｔ１でＩ＞Ｉｌｉｍとなると指令電流値の変動量をΔＩ
＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎ下げることで電動機電流の最大値を抑制する。指令電流値の変動
量を下げた後、ｔ２でＩ＜Ｉｌｉｍであれば指令電流値の変動量を元の変動量Ｉ＿ｔｇｔ
＿ｕｐｄｏｗｎに復帰させる。
【００５８】
　その後、ｔ３で再びＩ＞Ｉｌｉｍとなると指令電流値の変動量をΔＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄ
ｏｗｎ下げる。指令電流値の変動量をΔＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎ下げたｔ４においてＩ
＞Ｉｌｉｍの場合、更に指令電流値の変動量をΔＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎ下げる。そし
てｔ５において、Ｉ＞Ｉｌｉｍの場合、更に指令電流値の変動量をΔＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄ
ｏｗｎ下げる。
【００５９】
　電動機電流により調整した指令電流値の変動量がほぼゼロに近いＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏ
ｗｎ＿ｍｉｎに到達したｔ６において、なおＩ＞Ｉｌｉｍの場合、先に説明した回転数制
御による電流制御を行う。
【００６０】
　その後、元の回転数に復帰した後、ｔ７でＩ＜Ｉｌｉｍとなると指令電流値の変動量を
ΔＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎ上げ、ｔ８でＩ＜Ｉｌｉｍであれば更に指令電流値の変動量
をΔＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎ上げ、ｔ９でＩ＞Ｉｌｉｍあれば指令電流値の変動量をΔ
Ｉ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎ下げて電動機電流の最大値を抑制する。
【００６１】
　その後Ｉ＜Ｉｌｉｍであればｔ１０より指令電流値の変動量を上げて元のＩ＿ｔｇｔ＿
ｕｐｄｏｗｎに復帰させる。このように検出される電動機電流値Ｉと電流値Ｉｌｉｍとの
比較結果により指令電流値の変動量を増減させ電動機電流値の最大値をＩｌｉｍ付近で制
限する電動機駆動を行う。
【００６２】
　ただし、電動機電流値ＩがＩ＞Ｉｍａｘとなるような場合、および指令電流値の変動量
がＩ＿ｔｇｔ＿ｕｐｄｏｗｎ＿ｍｉｎ未満に到達して回転数制御による電流制限へ移行し
た後、電動機回転数が電動機駆動を保証する最低回転数Ｆ＿ｔｇｔ＿ｍｉｎ未満になるよ
うな場合は電動機を停止させて電動機電流を制限する。
【００６３】
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　以上のように本実施の形態においては、電動機５の駆動回転数により電動機電流に制限
制御を開始する制限電流値を補正する制限電流値補正回路１５を備えることで、平滑回路
３からの出力電圧が交流電源周波数の２倍周波で大きく脈動するような電動機制御装置に
おいて電動機５の駆動回転数、駆動状態に即して電動機に保証された電流値以上の電流を
流すことのない電動機駆動を実現させることが出来る。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　以上のように、本発明にかかる電動機制御装置は、電動機電流を保証された電流値内に
駆動状態に合わせて効果的に制限することが出来る上、装置の低コスト化・小型化が可能
であるため、装置の低コスト化・小型化が求められるあらゆる電動機制御装置に適用でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施の形態１における電動機制御装置のブロック構成図
【図２】本発明の実施の形態１における指令回転数、指令電流値、実回転数の関係例１を
示す図
【図３】本発明の実施の形態１における指令回転数、指令電流値、実回転数の関係例２を
示す図
【図４】本発明の実施の形態１における指令回転数、指令電流値、実回転数の関係例３を
示す図
【図５】本発明の実施の形態１における電動機電流のサンプリングプロット例を示す図
【図６】本発明の実施の形態１における駆動回転数による制限電流値補正の関係を示す図
【図７】本発明の実施の形態１における電動機減磁電流値の温度特性図
【図８】本発明の実施の形態１における制限電流値の切替動作例１を示す図
【図９】本発明の実施の形態１における制限電流値の切替動作例２を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１における電流制限回路の動作例１を示す図
【図１１】本発明の実施の形態１における電流制限回路の動作例２を示す図
【図１２】本発明の実施の形態１における電流制限回路の動作例３を示す図
【図１３】従来の電動機制御装置における平滑回路から出力電圧波形を示す図
【符号の説明】
【００６６】
　１　交流電源
　２　整流回路
　３　平滑回路
　４　直交変換回路
　５　電動機
　６　電流検出回路
　７　位相演算回路
　８　回転数指令回路
　９　電流指令演算回路
　１０　電圧指令演算回路
　１１　ＰＷＭ信号発生回路
　１２　電流制限回路
　１３　温度検出回路
　１４　制限電流値設定回路
　１５　制限電流値補正回路
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